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平成 28 年度

貸金業務取扱主任者資格試験問題用紙

次の注意事項をよく読んでください。

（注意事項）

� 試験問題は、試験監督員の指示があるまで開かないでください。

� 試験時間は、13 時 00 分から 15 時 00 分までの�時間です。

� 試験時間中、途中退出はできません。試験時間が終了するまでは席を離れないで

ください。ただし、体調不良などの場合は、静かに手を挙げて試験監督員の指示に

従ってください。

� 試験問題用紙に乱丁、落丁、印刷不鮮明がある場合は、手を挙げて試験監督員に

合図してください。

� 試験問題の内容に関する質問には一切お答えできません。

� 答は、別の解答用紙(マークシート)に記入してください。

� 試験室では試験監督員の指示に従ってください。指示に従わないとき、又は不正

行為等の不都合な行為があると認めたときは、退場をさせ、失格となることがあり

ます。

	 試験問題用紙は、試験時間終了後、持ち帰ることができます。


 出題の根拠となる法令等の基準日は、平成 28 年�月�日とし、出題に係る法令

等については、同日において施行されている法令等とします。
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法及び関係法令に関すること

【問題 �】

貸金業法上の用語の定義等に関する次のａ〜ｄの記述のうち、その内容が適切なものの

個数を①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

ａ 貸金業には、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付

随して行う金銭の貸付けが含まれる。

ｂ 電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって内閣府令で定めるものをいう。

ｃ 信用情報とは、個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約に係る、当該顧客の氏

名、住所、契約年月日、貸付けの金額等の貸金業法第 41 条の 35（個人信用情報の提

供）第�項各号に掲げる事項をいう。

ｄ 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当

事者である貸金業者及び資金需要者との三者間で締結される契約をいう。

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個
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【問題 �】

貸金業法第�条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適

切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールア

ドレスを変更する場合、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事（以

下、本問において「登録行政庁」という。）に届け出る必要はない。

② 貸金業者は、貸金業の他に運送事業を営んでいる場合において、新たに小売事業を

始めたときは、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

③ 貸金業者は、その営業所に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受け

た場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

④ 貸金業者は、その営業所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が 50

人以上の従たる営業所において、使用人であって、当該営業所の業務を統括する者の

権限を代行し得る地位にある者を変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要

はない。
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【問題 �】

貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、外部委託（貸金業者が貸金業

の業務を第三者に委託すること）について貸金業者を監督するに当たって留意するもの

とされている事項に関する次のａ〜ｄの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わ

せを①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

ａ 外部委託先による顧客等に関する情報へのアクセス権限について、委託業務の内容

に応じて必要な範囲内に制限しているか。その上で、外部委託先においてアクセス権

限が付与される役職員及びその権限の範囲が特定されていることを確認しているか。

さらに、アクセス権限を付与された本人以外が当該権限を使用すること等を防止する

ため、外部委託先において定期的又は随時に、利用状況の確認（権限が付与された本

人と実際の利用者との突合を含む。）が行われている等、アクセス管理の徹底が図ら

れていることを確認しているか。

ｂ 委託契約により、当該貸金業者と資金需要者等との間の権利義務関係に変更が生じ、

資金需要者等に対しては、当該貸金業者自身が業務を行ったものとは異なる権利が生

じることが明らかとなっているか。

ｃ 外部委託先において漏えい事故等が発生した場合に、適切な対応がなされ、速やか

に委託元に報告される体制になっていることを確認しているか。

ｄ 委託業務に関して契約どおりサービスの提供が受けられず、顧客利便に支障が生じ

るおそれがある場合、直ちに委託先を変更して変更後の委託先に対応させるための態

勢を整備しているか。

① ａｂ ② ａｃ ③ ｂｄ ④ ｃｄ
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【問題 �】

貸金業者であるＡ株式会社（以下、本問において「Ａ社」という。）は、その営業所で

ある甲営業所において 40 人の従業者を貸金業の業務に従事させ、貸金業務取扱主任者

として当該従業者であるＢのみを置いている。この場合に関する次の①〜④の記述のう

ち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａ社は、甲営業所において、従業者の数を 40 人から 50 人に増員し、全員を貸金業

の業務に従事させる場合、甲営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者をＢのほかに

少なくとも�人以上置かなければならない。

② Ｂが急に失踪し行方が分からなくなったため甲営業所において常時勤務する者でな

くなった場合、Ａ社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、�週間

以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

③ Ａ社が貸金業法第 24 条の�の�（監督上の処分）第�項の規定により貸金業の登

録を取り消された場合において、Ａ社の取締役であったＣが、当該取消しに係る聴聞

の期日及び場所の公示の日の 90 日前の日に取締役を退任していたときは、当該貸金

業の登録の取消しの日から�年を経過していない日に、Ｃが貸金業務取扱主任者の登

録を申請したとしても、内閣総理大臣は、Ｃの貸金業務取扱主任者の登録を拒否しな

ければならない。

④ Ｂが定年退職したため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、Ａ社は、

甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、�週間以内に、新たに貸金業務

取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。
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【問題 �】

次のａ〜ｄの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者の行為

として、貸金業法第 12 条の�（禁止行為）第�号(注)の規定に該当するおそれが大きい

とされているものの個数を①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークし

なさい。

ａ 資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項に

ついて虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること

ｂ 顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸

付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること

ｃ 資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、貸付けの契約の締結と併せて

自己又は関連会社等の商品又はサービスの購入を強制すること

ｄ 確定判決において消費者契約法第	条から第 10 条までの規定に該当し無効である

と評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同

法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項

を含む貸付けに係る契約（消費者契約に限る。）を締結すること

(注) 貸金業法第 12 条の�（禁止行為）

貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

� (省略）

� (省略）

� (省略）

� 前�号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個
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【問題 �】

貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査に関する次のａ〜ｄの記述のうち、その内

容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマー

クしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融

法人ではないものとする。

ａ 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約（極度方式貸付けに係る契約その

他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。）を締結しようとする場合において、当

該個人顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を

使用した調査を行わずに当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象とならないが、行

政処分の対象となる。

ｂ 貸金業者が、貸付けに係る契約につき、個人であって保証人となろうとする者との

間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済

能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査を行

わずに当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象とな

る。

ｃ 貸金業者向けの総合的な監督指針（以下、本問において「監督指針」という。）に

よれば、法令等を踏まえた返済能力調査の実施態勢の構築として、社内規則等に則り、

返済能力調査を適切に実施する態勢が整備されているかの検証に当たっては、例えば、

借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を顧客自身に記入させること

等により、顧客の借入れの意思を確認しているかに留意する必要があるとされている。

ｄ 監督指針によれば、法令等を踏まえた返済能力調査の実施態勢の構築として、社内

規則等に則り、返済能力調査を適切に実施する態勢が整備されているかの検証に当た

っては、例えば、保証を付した貸付けに係る契約を締結する場合には、主債務者の属

性、事業計画、当該貸付けの返済計画の条件等にかんがみて、保証人からの代位弁済

がなくとも返済しうるか否かを調査しているか、また、保証人となろうとする者につ

いて、収入又は収益、保有資産、家族構成、生活実態、既往借入額及びその返済状況

等の調査を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保

証人の具体的な認識を確認しているかに留意する必要があるとされている。

① ａｂ ② ａｃ ③ ｂｄ ④ ｃｄ
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【問題 	】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第 13 条の�（過剰貸付け等の禁止）第�項に規定

する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第

10 条の 23 で定めるものに該当するものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークし

なさい。

① 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法

第 115 条第�項及び第 147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付

けに係る契約

② 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸

付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認により確実に当該

事業の用に供するための資金の貸付けであると認められること、又は、当該個人顧客

の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸

付けに係る契約であると認められること、いずれかの要件に該当するもの

③ 個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客に係る個人顧客

合算額（貸金業法第 13 条の�第�項に規定する個人顧客合算額をいう。）と当該個人

顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額（同

法第 13 条の�第�項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。）と当該個人顧客

の配偶者に係る基準額（当該個人顧客の配偶者を当該個人顧客とみなして同法第 13

条の�第�項の規定を適用した場合における同項に規定する当該個人顧客に係る基準

額をいう。）を合算した額を超えないもので、かつ当該貸付けに係る契約を締結する

ことについて当該個人顧客の配偶者の同意があるもの

④ 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務（以下、

本問において「既存債務」という。）の弁済に必要な資金の貸付けに係る契約であっ

て、当該貸付けに係る契約の�か月の負担が既存債務に係る�か月の負担を上回るが、

当該個人顧客が当該貸付けに係る契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既

存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないもの
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【問題 �】

貸金業法第 14 条に規定する貸付条件等の掲示に関する次の①〜④の記述のうち、その

内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所（以下、本問において

「営業所等」という。）ごとに掲示しなければならない事項には、当該営業所等に置

かれる貸金業務取扱主任者の氏名、役職名及び登録番号が含まれる。

② 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事

項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。

③ 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場

合、その年率を百分率で少なくとも小数点以下二位まで表示する方法により行わなけ

ればならない。

④ 貸金業者は、その営業所等のうち、現金自動設備であって、当該現金自動設備があ

らかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収の

みを行う営業所等がある場合、当該営業所等においても貸付条件等の掲示をしなけれ

ばならない。
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【問題 
】

貸金業法第 16 条の�（契約締結前の書面の交付）に規定する書面に関する次の①〜④

の記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしな

さい。

① 貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方

となろうとする者に交付すべき貸金業法第 16条の�第�項に規定する書面（以下、

本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。）の記載事項

には、当該基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容が含まれる。

② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方

となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面について

は、当該相手方の承諾を得たときであっても、当該書面の記載事項を電磁的方法によ

り提供することはできない。

③ 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で当該基本契約に基づく

極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、貸金業法第 16条の�第�

項に規定する書面（契約締結前の書面）を当該顧客に交付する必要はない。

④ 貸金業者は、極度方式基本契約について保証契約を締結しようとする場合には、貸

金業法第 16条の�第�項に規定する書面（保証契約における契約締結前の書面）及

び当該基本契約に係る極度方式基本契約における契約締結前の書面のいずれも当該保

証人となろうとする者に交付しなければならない。
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【問題 10】

貸金業者であるＡが個人顧客であるＢとの間で貸付けに係る契約を締結した場合にＢに

交付する貸金業法第 17 条第�項に規定する書面（以下、本問において「契約締結時の

書面」という。）及びその記載事項のうち重要な事項を変更した場合にＢに再交付する

変更後の契約締結時の書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを

�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る

契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る

契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① Ａは、契約締結時の書面において、「返済期間及び返済回数」を記載する場合、「返

済の方式」の記載を省略することができる。

② Ａは、Ｂに交付した契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがある

ときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がＢの利益となる変更であ

るか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。

③ Ａは、Ｂに交付した契約締結時の書面に記載した「債務者が負担すべき元本及び利

息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がＢの利益となる変更である

か否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。

④ Ａは、Ｂに交付した契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」

を変更した場合、当該変更がＢの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後

の契約締結時の書面を再交付しなければならない。
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【問題 11】

貸金業者が貸金業法に基づき保存しなければならないものに関する次のａ〜ｄの記述の

うち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号

をマークしなさい。

ａ 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基

本契約に該当するかどうかを調査した場合には、当該調査に関する記録を作成し、こ

れをその作成した日から�年間保存しなければならない。

ｂ 貸金業者は、貸金業法施行規則第 10 条の 21（個人過剰貸付契約から除かれる契

約）第�項第�号に規定する不動産の建設又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに

係る契約を締結した場合には、不動産の建設工事の請負契約書その他の締結した契約

が当該規定に掲げる契約に該当することを証明する書面又はそれらの写しを、当該貸

付けに係る契約を締結した日から少なくとも�年間保存しなければならない。

ｃ 貸金業者は、貸金業法第 19条（帳簿の備付け）に規定する帳簿を、貸付けの契約

ごとに保存しなければならないが、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度

方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約についての債権のすべてが

弁済その他の事由により消滅した日から少なくとも�年間保存しなければならない。

ｄ 貸金業者は、貸金業法第 12 条の�（証明書の携帯等）第�項に規定する従業者名

簿を、最終の記載をした日から 10 年間保存しなければならない。

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個
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【問題 12】

貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、取立行為に関する貸金業者の

監督に当たって留意する必要があるとされている事項に関する次の①〜④の記述のうち、

その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業法第 21 条（取立て行為の規制）第�項第�号は、正当な理由なく、社会通

念に照らし不適当な時間帯に債務者等への電話や居宅の訪問等を禁止しており、この

正当な理由には、「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」は該当

しないが、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は該当する。

② 貸金業法第 21 条第�項第�号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済

を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を

受けていない場合に、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けたときに貸金業

者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示

すことは、直ちに同号に該当する。

③ 内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実

施等に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を

行うことにより、取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備

されているか。

④ 貸金業者以外の者が貸付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権

を有する場合（保証履行により求償権を取得した場合を含む。）、その取立てに当たっ

ては、貸金業法第 21 条は適用されないため、求償権専用の取立ての記録を設ける等、

求償権の業務を適切に遂行する態勢が整備されているか。
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【問題 13】

貸金業者の監督等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 内閣総理大臣又は都道府県知事（以下、本問において「登録行政庁」という。）は、

その登録を受けた法人である貸金業者の役員の所在を確知できない場合、直ちにその

登録を取り消さなければならない。

② 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、「純資産額が貸金業の業務を適正に

実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者」に該当する

こととなった場合、直ちにその登録を取り消さなければならない。

③ 貸金業者向けの総合的な監督指針（以下、本問において「監督指針」という。）に

よれば、監督当局は、貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点として、貸金業者に

対して、その事業年度ごとに、貸金業に係る事業報告書を作成させ、毎事業年度経過

後 30 日以内に徴収するものとされている。

④ 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点として、

非協会員(注�)に対しては、貸金業法第 24 条の�の 10（報告徴収及び立入検査）の規

定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等(注�)の写し又はその内容

がわかるものを遅滞なく徴収するものとされている。

(注�) 非協会員とは、貸金業協会に加入していない貸金業者をいう。

(注�) 広告等とは、監督指針Ⅱ−�−15⑵②の「広告」及び③の「勧誘」をいう。
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【問題 14】

みなし利息に関する次のａ〜ｄの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの

組み合わせを①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

ａ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第

17条第�項に規定する契約の内容を明らかにする書面（以下、本問において「契約

締結時の書面」という。）を交付した後、返済方法及び返済を受ける場所の変更を行

ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客に再交付した費用を当該顧客

から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

ｂ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付

け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用を当

該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

ｃ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の

方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請

を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、

当該費用は、利息とみなされる。

ｄ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務に

係る強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う

手続に関してその機関に支払うべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費

用は、利息とみなされる。

① ａｂ ② ａｄ ③ ｂｃ ④ ｃｄ
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【問題 15】

利息制限法第�条に規定する保証料の制限等に関する次のａ〜ｄの記述のうち、その内

容が適切なものの個数を①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしな

さい。

ａ 貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契

約を締結し、金銭を貸し付けた。当該貸金業者は、当該契約について、保証業者との

間で、保証契約（根保証(注�)ではないものとする。）を締結し、当該保証契約におい

て当該貸金業者が当該顧客から支払を受けることができる利息の利率の上限（以下、

本問において「特約上限利率」という。）の定めをし、当該定めを当該顧客に通知し

た。この場合において、当該保証業者が当該顧客との間で顧客が保証業者に支払う保

証料の契約を締結したときは、当該保証料は、法定上限額(注�)から特約上限利率によ

り計算した利息の金額を減じて得た金額を超過する部分について無効となる。

ｂ 貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契

約を締結し、金銭を貸し付けた。当該貸金業者は、当該契約について、保証業者との

間で、保証契約（根保証ではないものとする。）を締結したが、特約上限利率の定め

をしなかった。この場合において、当該保証業者が当該顧客との間で顧客が保証業者

に支払う保証料の契約を締結したときは、当該保証料は、法定上限額の�分の�の金

額を超過する部分について無効となる。

ｃ 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証（業として行うものに限る。）

が根保証である場合において、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって

定められているときにおける法定上限額は、保証契約の締結時に現に存する主たる債

務の元本に係る法定上限額である。

ｄ 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証（業として行うものに限る。）

に係る保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭のうち、契

約の締結又は債務の弁済の費用であって、公租公課の支払に充てられるべきものは、

いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなされる。

(注�) 根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。

(注�) 法定上限額とは、利息制限法第�条（利息の制限）及び第�条（元本額の特

則）の規定の例により計算した金額をいう。

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個
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【問題 16】

貸金業の登録の申請をしたＡ株式会社（以下、本問において「Ａ社」という。）に関す

る次の①〜④の記述のうち、その事由が貸金業法第�条（登録の拒否）第�項各号のい

ずれにも該当しないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａ社の取締役の中に、貸金業法第 24 条の�の�（監督上の処分）第�項の規定に

より貸金業の登録を取り消されたＢ株式会社の取締役を当該取消しの日の 50 日前に

退任した者であって、当該取消しの日から�年を経過しないものがいる。

② Ａ社の取締役の中に、出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の

執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から�年を経過しない者が

いる。

③ Ａ社の政令で定める使用人の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せら

れ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から�年を経

過しない者がいる。

④ Ａ社の政令で定める使用人の中に、破産者で復権を得ないものがいる。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
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【問題 17】

貸金業者向けの総合的な監督指針において、システムリスク管理態勢について、監督当

局が留意して検証することとされている事項等に関する次の①〜④の記述のうち、その

内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 「サイバーセキュリティ事案」とは、情報通信ネットワークや情報システム等の悪

用により、サイバー空間を経由して行われる不正侵入、情報の窃取、改ざんや破壊、

情報システムの作動停止や誤作動、不正プログラムの実行や DDoS 攻撃等の、いわ

ゆる「サイバー攻撃」により、サイバーセキュリティが脅かされる事案をいう。

② サイバーセキュリティ管理として、サイバー攻撃に備え、例えばファイアウォール

の設置や抗ウィルスソフトの導入等の「入口対策」、例えば特権 ID・パスワードの適

切な管理や不要な IDの削除等の「内部対策」、例えば通信ログ・イベントログ等の

取得と分析や不適切な通信の検知・遮断等の「出口対策」といった多段階のサイバー

セキュリティ対策を組み合わせた多層防御を講じているか。

③ 障害発生時の対応として、システム障害等が発生した場合に、資金需要者等に無用

の混乱を生じさせないための適切な措置を講じているか。また、システム障害等の発

生に備え、最悪のシナリオを想定した上で、必要な対応を行う態勢となっているか。

④ 貸金業務に影響を及ぼすシステム障害が発生した場合、監督当局は、直ちに、貸金

業法第 24 条の�の�に基づく業務停止命令を発出するものとし、更に、資金需要者

等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、同法第 24 条の

�の�に基づく業務改善命令を発出するとともに、同法第 24 条の�の 10 に基づき追

加の報告を求めるものとする。
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【問題 18】

貸金業者であるＡが、個人顧客であるＢとの間で、元本 200 万円の貸付けに係る契約

（極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。以下、本問に

おいて「本件契約」という。）を締結するに当たり、貸金業法第 13 条に規定する返済能

力の調査を行うに際して、同条第�項の規定に基づく、源泉徴収票その他のＢの収入又

は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録と

して内閣府令で定めるもの（以下、本問において「年収証明書」という。）の提出又は

提供を受ける場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つ

だけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａが、ＢからＢの年収証明書として給与の支払明細書の提出又は提供を受ける場合、

直近�か月分以上のものの提出又は提供を受けなければならないが、給与の支払明細

書に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法によりＢの直近の年間の給

与及びこれに類する定期的な収入の金額を算出するときは、Ｂのその直近�か月分の

給与の支払明細書の提出又は提供を受けることで足りる。

② Ａが、�年前に、Ｂとの間で貸付けに係る契約を締結した際にＢの年収証明書とし

て源泉徴収票の提出を受けていた場合、Ａは、本件契約を締結するに当たり、改めて、

Ｂの年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。

③ Ａは、Ｂが勤務先を変更した後、本件契約を締結しようとする場合において、Ｂの

変更後の勤務先が確認されており、かつＢが変更後の勤務先で�か月分以上の給与の

支払を受けていないときは、Ｂから変更前の勤務先に係る年収証明書の提出又は提供

を受けることができる。

④ Ａが、Ｂから提出又は提供を受けるＢの年収証明書のうち、貸金業法施行規則第

10 条の 17第�項第	号に規定される「所得証明書」には、貸金業者向けの総合的な

監督指針によれば、根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付

する所得・課税証明書も含まれるとされている。
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【問題 19】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第 13 条の�（過剰貸付け等の禁止）第�項に規定

する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第 10 条の 21 に定める

契約に該当しないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではない

もの

② 売却を予定している個人顧客の不動産（借地権を含む。）の売却代金により弁済さ

れる貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるも

の（貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲

内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を

来すと認められる場合を除く。）

③ 金融商品取引法第�条（定義）第�項に規定する有価証券を担保として行う貸付け

に係る契約であって、その貸付けの金額が、当該貸付けに係る契約の締結時における

当該有価証券の時価を超えるが、1,000万円以下であるもの

④ 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金

業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの
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【問題 20】

貸金業者であるＡが個人顧客であるＢとの間で締結している極度方式基本契約（以下、

本問において「本件基本契約」という。）が基準額超過極度方式基本契約に該当するか

どうかの調査（以下、本問において「所定の調査」という。）等に関する次の①〜④の

記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークし

なさい。なお、Ａは非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① Ａは、本件基本契約について、�か月以内の一定の期間（以下、本問において「所

定の期間」という。）の末日において、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約

に該当しないようにするために必要な本件基本契約の極度額の減額の措置を講じてい

るときは、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。

② Ａは、本件基本契約について、所定の期間の末日において当該基本契約に基づく新

たな極度方式貸付けの停止の措置を講じているときは、所定の期間ごとの、所定の調

査を行う必要はない。

③ Ａは、本件基本契約が、売却を予定しているＢの不動産の売却代金により弁済され

る貸付けに係る契約であって、Ｂの返済能力を超えないと認められるもの（本件基本

契約の極度額が本件基本契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であり、当

該不動産を売却することによりＢの生活に支障を来すと認められる場合ではないもの

とする。）である場合、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。

④ Ａは、Ｂとの間で他に極度方式基本契約を締結していない場合における本件基本契

約に係る所定の調査において、本件基本契約の極度額とＢに対する他の貸付けの残高

の合計額が 50万円であること、及びＢに他の貸金業者からの借入れがないことを確

認した。この場合、Ａは、Ｂから、源泉徴収票その他のＢの収入又は収益その他の資

力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で

定めるものの提出又は提供を受ける必要はない。
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【問題 21】

日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「貸付

けの契約に係る勧誘に関する規則」についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適

切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を

行った場合、当該意思の表示のあった日から最低�年間は一切の勧誘を見合わせるも

のとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール

等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法に

よる勧誘は行わないこととすることを目処として対応しなければならない。

② 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受け

ることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日か

ら最低�か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるも

のとすることを目処として対応しなければならない。

③ 協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難な

ことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない。

④ 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際し、当該債務者等

から当該勧誘を行うことについての承諾を得る必要はない。
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【問題 22】

貸金業者であるＡが個人顧客であるＢとの間で締結した極度方式基本契約（以下、本問

において「基本契約」という。）及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約（以

下、本問において「個別契約」という。）において交付すべき書面に関する次の①〜④

の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマーク

しなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約は、金銭の貸付けに係る契約であ

って、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① Ａは、個別契約を締結した場合において、Ｂに対し、その承諾を得て、内閣府令で

定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載し

た書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、貸金業法第 17条第�項に規

定する書面（契約締結時の書面）の交付に代えて、同条第�項に規定する契約年月日

及び貸付けの金額等を記載した書面をＢに交付することができる。

② Ａは、Ｂと合意の上で、Ｂに交付した貸金業法第 17条第�項に規定する書面（以

下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。）に記載

した極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた。この場合、Ａは、

変更後の極度方式基本契約における契約締結時の書面をＢに再交付する必要はない。

③ Ａは、Ｂと合意の上で、Ｂに交付した極度方式基本契約における契約締結時の書面

に記載した「極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」を変更した。

この場合、Ａは、変更後の極度方式基本契約における契約締結時の書面をＢに再交付

しなければならない。

④ Ａは、基本契約について、保証人となろうとするＣとの間で極度方式保証契約を締

結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 17条第�項

に規定する書面（保証契約における契約締結時の書面）に加え、基本契約に係る極度

方式基本契約における契約締結時の書面をＣに交付しなければならない。
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【問題 23】

貸金業者であるＡは、個人顧客であるＢとの間で貸付けに係る契約（極度方式基本契約

ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。）を締結しＢに金銭を

貸し付けた。Ｃは、本件契約についてＢの保証人となった。この場合に関する次の①〜

④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマー

クしなさい。

① Ａは、その営業所の窓口において本件契約に基づく債権の一部についてＣから有効

に弁済を受けた場合、遅滞なく、貸金業法第 18 条第�項に規定する書面（以下、本

問において「受取証書」という。）をＢ及びＣに交付しなければならない。

② Ａは、その預金口座に対する払込みにより本件契約に基づく債権の一部についてＢ

から有効に弁済を受けた。この場合における受取証書のＢへの交付は、Ｂから請求が

あったときに限り、行えば足りる。

③ Ａが本件契約に基づく債権の全部又は一部について有効に弁済を受けた場合に交付

すべき受取証書の記載事項のうち、Ａの登録番号及びＢの商号、名称又は氏名につい

ては、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代

えることができる。

④ Ａは、本件契約につき、債権証書を有する場合において、Ｃから有効に本件契約の

全部の弁済を受けたときは、遅滞なく、当該債権証書をＣに返還しなければならない。
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【問題 24】

貸金業法第 24 条の�の�（開始等の届出）に規定する届出に関する次の①〜④の記述

のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさ

い。

① 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常

の条件とすることとなった場合、その日から�週間以内に、その旨をその登録をした

内閣総理大臣又は都道府県知事（以下、本問において「登録行政庁」という。）に届

け出なければならない。

② 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わ

なくなった場合、その日から�週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければな

らない。

③ 貸金業者は、その役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸

金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から�

週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲渡を受けた場合又は他人

に譲渡した場合、その日から�週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければな

らない。
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【問題 25】

貸金業法第 41 条の 35（個人信用情報の提供）及び同法第 41 条の 36（指定信用情報機

関への信用情報の提供等に係る同意の取得等）に関する次の①〜④の記述のうち、その

内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本

問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとす

る。

① 加入貸金業者(注�)は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、当該

信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸

付けに係る契約（貸金業法施行規則第 30 条の 12 で定めるものを除く。）で当該信用

情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸

付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

② 加入貸金業者は、個人の顧客から貸金業法第 41 条の 36第�項及び第�項に規定す

る信用情報等の提供等に係る同意を得た場合、当該同意に関する記録を作成し、作成

日から 10 年間保存しなければならない。

③ 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約

（貸金業法施行規則第 30 条の 12 で定めるものを除く。）を締結したときは、遅滞な

く、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関(注�)に提供

しなければならない。

④ 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「元本又は利

息の支払の遅延の有無」が含まれる。

(注�) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方で

ある貸金業者をいう。

(注�) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定

信用情報機関をいう。
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【問題 26】

利息及び金銭の貸借の媒介の手数料等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適

切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が金銭の貸付けを行う場合において、年�割（20％）を超える割合によ

る利息の契約をした場合、出資法(注)上、当該契約は無効となり、当該行為は刑事罰

の対象となるほか、貸金業法上、当該行為は行政処分の対象となる。

② 出資法上、同法第�条（高金利の処罰）、第�条の�（高保証料の処罰）及び第�

条の�（保証料がある場合の高金利の処罰）の規定の適用については、�年分に満た

ない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を

越える金額は利息とみなされる。

③ 貸金業法上、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸

付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約に

つき更新（媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内

閣府令で定めるものを含む。）があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、

又はその支払を要求してはならない。

④ 貸金業法上、貸金業者は、利息制限法第�条（利息の制限）に規定する金額を超え

る利息の契約を締結した場合だけでなく、その支払を要求した場合、又は同条に規定

する金額を超える利息を受領した場合であっても、行政処分の対象となる。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
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【問題 27】

ＡとＢとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約（以下、本問において、「第一契約」、

「第二契約」又は「第三契約」という。）に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限

法上、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａは、元本を
万円及び利息を利率年�割（20％）とする第一契約を締結し
万

円をＢに貸し付けた。Ａは、その�か月後に、第一契約に基づく債務の元本残高が�

万円の時点において、元本を�万円及び利息を利率年�割（20％）とする第二契約

を締結し�万円をＢに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年�

割	分（18％）を超過する部分に限り無効となる。

② Ａは、元本を 50万円及び利息を利率年�割（10％）とする第一契約を締結し 50

万円をＢに貸し付けると同時に、元本を 50万円及び利息を利率年�割	分（18％）

とする第二契約を締結し 50万円をＢに貸し付けた。この場合、第二契約における利

息の約定は、年�割�分（15％）を超過する部分に限り無効となる。

③ Ａは、元本を 10万円及び利息を利率年�割	分（18％）とする第一契約を締結し

10万円をＢに貸し付けると同時に、元本を 10万円及び利息を利率年�割	分（18

％）とする第二契約を締結し 10万円をＢに貸し付けた。Ａは、その�か月後に、第

一契約及び第二契約に基づく債務の元本残高の合計が 15万円の時点において、元本

を 85万円及び利息を利率年�割	分（18％）とする第三契約を締結し 85万円をＢ

に貸し付けた。この場合、第一契約、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、

年�割�分（15％）を超過する部分に限り無効となる。

④ Ａは、元本を 50万円及び利息を利率年�割�分（16％）とする第一契約を締結し

50万円をＢに貸し付けた。Ａは、その�か月後に、第一契約に基づく債務の元本残

高が 45万円である時点において、元本を�万円及び利息を利率年�割	分（18％）

とする第二契約を締結し�万円をＢに貸し付けると同時に、元本を 50万円及び利息

を利率年�割�分（16％）とする第三契約を締結し 50万円をＢに貸し付けた。この

場合、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年�割�分（15％）を超過

する部分に限り無効となる。
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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

【問題 28】

Ａが所有する甲土地の売却に係る意思表示に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、

その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａは、実際には甲土地をＢに売却する意思がないのに、Ｂとの間でＢに甲土地を売

却する旨の売買契約を締結した。この場合、ＢがＡには甲土地を売却する意思がない

ことを知っていたか否かにかかわらず、Ａは、Ｂに対し、ＡＢ間の売買契約が心裡留

保により無効であることを主張することができない。

② Ａは、実際には甲土地をＢに売却する意思がないのに、Ｂと通謀して、Ｂに甲土地

を売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、ＡからＢへの甲土地の所有権移転登記を経

た。その後、Ｂは、この事情を知らない第三者Ｃに甲土地を売却した。この場合、Ａ

は、Ｃに対し、ＡＢ間の売買契約が虚偽表示により無効であることを主張することが

できない。

③ Ａは、Ｂの詐欺により、Ｂとの間でＢに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、

ＡからＢへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Ｂは、この事情を知っている第三者

Ｃに甲土地を売却した。その後、Ａは、詐欺による意思表示を理由としてＡＢ間の売

買契約を取り消した。この場合、Ａは、その取消しをＣに対抗することができない。

④ Ａは、Ｂの強迫により、Ｂとの間でＢに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、

ＡからＢへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Ｂは、この事情を知らない第三者Ｃ

に甲土地を売却した。その後、Ａは、強迫による意思表示を理由としてＡＢ間の売買

契約を取り消した。この場合、Ａは、その取消しをＣに対抗することができない。
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【問題 29】

時効に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだけ選び、

解答欄にその番号をマークしなさい。

① 裁判上の請求は、訴えが取り下げられた場合には、時効の中断の効力を生じないが、

判決により訴えが却下された場合は、時効の中断の効力を生じる。

② 仮差押えは、その後に債務名義に基づく差押えがなされなかった場合には、時効の

中断の効力を生じない。

③ 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効

を中断することができないときは、その障害が消滅した時から�年を経過するまでの

間は、時効は、完成しない。

④ 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができな

い。
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【問題 30】

抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだけ選

び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 抵当権者は、同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権又はその

順位を譲渡することができるが、その抵当権を他の債権の担保とすることはできない。

② 抵当権の被担保債権の保証人は、民法第 383 条（抵当権消滅請求の手続）の定める

ところにより、抵当権消滅請求をすることができるが、抵当権の被担保債権の債務者

及びその承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

③ 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵

当権設定契約の締結日の前後による。

④ 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害

関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。この順位の変更は、

その登記をしなければ、その効力を生じない。
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【問題 31】

債権の効力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだ

け選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したこと

を知った時から遅滞の責任を負う。

② 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合において、債務の不

履行があったときは、履行の請求をすることはできるが、解除権の行使をすることは

できない。

③ 債務者が、弁済期が到来しているにもかかわらず、その一身に専属する権利を行使

しない場合、債権者は、債務者に対して有する自己の債権を保全するため、債権者代

位権を行使し、債務者の当該権利を行使することができる。

④ 債務者が、債権者を害することを知りながら債権者を害する法律行為を行った場合、

債権者は、裁判外において、詐害行為取消権を行使し、当該法律行為の取消しを債務

者に請求することができる。
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【問題 32】

ＡのＢに対する貸付金債権（以下、本問において「本件債権」という。）の譲渡に関す

る次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄に

その番号をマークしなさい。なお、本件債権について、ＡとＢとの間で譲渡禁止の特約

はなされていないものとする。

① Ａが本件債権をＣに譲渡した場合、ＡＣ間の債権譲渡について、ＡがＢに対して確

定日付のある証書による通知をし、又はＢが確定日付のある証書による承諾をしなけ

れば、Ｃは、当該債権譲渡をＢに対抗することはできない。

② Ａは、本件債権をＣに譲渡した後、Ｄにも本件債権を二重に譲渡した。ＡＣ間の債

権譲渡について、ＡがＢに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知

がＢに到達した後、ＡＤ間の債権譲渡について、ＡがＢに対して確定日付のある証書

による通知をし、当該通知がＢに到達した。この場合、Ｃは、ＡＣ間の債権譲渡をＤ

に対抗することができる。

③ Ａは、本件債権をＣに譲渡した後、Ｄにも本件債権を二重に譲渡した。ＡＣ間の債

権譲渡及びＡＤ間の債権譲渡のいずれについても、ＡがＢに対して確定日付のある証

書による通知をし、ＡＣ間の債権譲渡の通知は、ＡＤ間の債権譲渡の通知よりも証書

の確定日付は遅い日付であったが、ＡＤ間の債権譲渡の通知よりも早い日にＢに到達

した。この場合、Ｃは、ＡＣ間の債権譲渡をＤに対抗することができる。

④ Ａは、本件債権をＣに譲渡した後、Ｄにも本件債権を二重に譲渡した。ＡＣ間の債

権譲渡について、ＢがＡに対して確定日付のある証書による承諾をした後、ＡＤ間の

債権譲渡について、ＡがＢに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知が

Ｂに到達した。この場合、Ｄは、ＡＤ間の債権譲渡をＣに対抗することができる。
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【問題 33】

契約の効力及び契約の解除に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切

なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物

が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、

その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

② 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷し

たときは、解除権は、消滅する。

③ 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、当

該第三者の権利は、当該契約が締結された時に発生する。

④ 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、そのうちの�人から又はそのう

ちの�人に対してのみ、することができる。また、解除権が当事者のうちの�人につ

いて消滅した場合であっても、他の者については、その効力を生じない。
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【問題 34】

相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだけ選び、

解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａは、配偶者Ｂのみを遺して死亡した。Ｂは、Ａの相続人となった場合において、

限定承認又は相続の放棄をしようとするときは、自己のために相続の開始があったこ

とを知った時から�か月以内に、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄の申

述をしなければならない。

② Ａは、配偶者Ｂ及び子Ｃのみを遺して死亡した。Ｂ及びＣが、Ａの相続人となった

場合において、遺産分割協議により、Ａの債権者であるＤに対する借入金債務のすべ

てをＣが相続することとしたときは、Ｄは、Ｂに対しては、当該借入金債務の弁済を

請求することはできない。

③ Ａは、配偶者Ｂ、Ａと父母の双方を同じくする兄Ｃ及びＡと父母の一方だけを同じ

くする弟Ｄのみを遺して死亡した。Ｂ、Ｃ及びＤがＡの相続人となった場合、Ｄの法

定相続分は、12 分の�である。

④ Ａは、配偶者Ｂ、子Ｃ及びＣの子でありＡの直系卑属である孫Ｄのみを遺して死亡

した。Ｃが民法第 891 条（相続人の欠格事由）の規定に該当しＡの相続人となること

ができなかった場合、Ｄは、Ｃを代襲してＡの相続人となることはできない。
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【問題 35】

手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを

�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 約束手形に、商品の受領と引換えに手形金を支払うべき旨の約束文言が記載されて

いても、支払日、支払金額及び支払人が記載されていれば、この約束手形は有効であ

る。

② 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ�取引日内に

支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

③ 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによってその効力を生じるが、譲渡記

録をしなければ、これを第三者に対抗できない。

④ 電子記録債権を目的とする質権の設定は、当該電子記録債権の発生記録の引渡しに

よってその効力を生じるが、質権設定記録をしなければ、これを第三者に対抗できな

い。
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【問題 36】

行為能力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを�つ

だけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の

行為能力を有する。

② 被保佐人が相続の承認又は放棄をするには、その保佐人の同意を得なければならな

い。

③ 制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法

定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、�か月以上の期間

を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答す

べき旨の催告をすることができる。この場合において、これらの者がその期間内に確

答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。

④ 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、そ

の行為を取り消すことができない。
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【問題 37】

Ａがその所有する甲自動車をＢに売却する旨の委任に係る代理権（以下、本問において

「本件代理権」という。）を第三者であるＣに付与する場合等に関する次の①〜④の記

述のうち、民法上、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマ

ークしなさい。

① Ｃが被保佐人である場合、Ａは、Ｃに対し、本件代理権を付与することはできない。

② Ｃは、本件代理権を付与されていた場合、Ａの許諾を得たとき、又はやむを得ない

事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできない。

③ Ｃは、本件代理権を付与されていただけでなく、Ｂからも甲自動車を購入する旨の

代理権を付与されていた。この場合において、Ｃが、Ａ及びＢの事前の許諾を得るこ

となく、Ａ及びＢの双方の代理人として、甲自動車をＢに売却する旨の売買契約を締

結したときは、Ｃの当該行為は無権代理行為となる。

④ Ｃは、本件代理権を付与された後、本件代理権に係る代理行為をする前に、後見開

始の審判を受け成年被後見人となった。この場合、本件代理権は消滅する。
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【問題 38】

条件及び期限に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを

�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分

し、相続し、もしくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

② 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を失う。解除条件付法

律行為は、解除条件が成就した時からその効力を生じる。

③ 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、こ

れを請求することができない。法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力

は、期限が到来した時に消滅する。

④ 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させた場合には、債務者は、期限の

利益を主張することができない。
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【問題 39】

連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを�つ

だけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者各自の

負担部分は等しいものとする。

① 連帯債務者の�人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力

を生じない。

② 連帯債務者の�人について法律行為の無効の原因があっても、他の連帯債務者の債

務は、その効力を妨げられない。

③ 連帯債務者の�人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が

相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

④ 連帯債務者の�人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分につ

いては、他の連帯債務者も、その義務を免れる。
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【問題 40】

ＡはＢに対して貸付金債権（以下、本問において「本件債権」という。）を有している。

この場合における債権の消滅に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適

切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① ＡがＣとの間で本件債権をＣに譲渡する契約を締結し、ＡからＢにその旨の債権譲

渡通知が有効になされた後に、当該契約は解除された。その後、Ｂは、Ｃから本件債

権の弁済の請求を受けてＣに弁済した。Ｂが、当該契約が解除されたことを過失なく

知らなかった場合、ＢがＣに対してした弁済は、その効力が認められる。

② Ａが本件債権を有する一方で、ＢはＡに対して不法行為に基づく損害賠償債権を有

する場合、Ａは、本件債権と当該損害賠償債権とを相殺することができない。

③ Ａが死亡し、Ｂがその唯一の相続人としてＡを相続した場合、本件債権が第三者の

権利の目的であるときを除き、本件債権は、混同により消滅する。

④ Ａが、Ｂ及びＤとの間で、本件債権を消滅させてＤのＢに対する貸付金債権を生じ

させる旨の債権者の交替による更改の契約を締結する場合、当該更改の契約は、確定

日付のある証書によってしなければその効力を生じない。
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【問題 41】

破産法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、

解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続

開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

② 破産手続開始後の利息の請求権は、財団債権であるものを除き、破産債権に含まれ

る。

③ 破産債権の届出をした破産債権者は、配当表の記載に不服があっても、最後配当に

関する公告がなされた後は、破産裁判所に対し、異議を申し立てることはできない。

④ 個人である債務者（破産手続開始の決定後にあっては、破産者）は、破産手続開始

の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後�か月を経過する日ま

での間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。
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【問題 42】

犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下、本問において「犯罪収益移転防止法」

という。）についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 本人特定事項とは、自然人（「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」

に該当しないものとする。）にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっ

ては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。

② 犯罪収益移転防止法施行令第 12 条第�項に規定する「厳格な顧客管理を行う必要

性が特に高いと認められる取引」とは、その取引の相手方が取引時確認に係る顧客等

になりすましている疑いがある取引であって、かつ、取引時確認が行われた際に当該

取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引をいう。

③ 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、

当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で

定める事項に関する記録（以下、本問において「確認記録」という。）を作成し、確

認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から�年

間保存しなければならない。

④ 貸金業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定

める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索す

るための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録

（以下、本問において「取引記録」という。）を作成し、取引記録を、当該取引の行

われた日から�年間保存しなければならない。
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資金需要者等の保護に関すること

【問題 43】

金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第 13 条に定める第三者提供の制

限（個人情報保護法(注)第 23 条関連）についての次の①〜④の記述のうち、その内容が

適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 第三者とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者、当該個人データ

に係る本人及び本人の親族のいずれにも該当しないものをいい、自然人、法人その他

の団体を問わない。

② 個人情報保護法第 23 条に定める「個人データの管理について責任を有する者」は、

共同して利用する者において、第一次的に苦情を受け付け、その処理を行うとともに、

開示、訂正等及び利用停止等の決定を行い、安全管理に責任を有する者をいう。

③ 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱

いの全部又は一部を委託する場合、当該個人データによって識別される本人からその

同意を得なければならない。

④ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが

提供される場合、当該個人データによって識別される本人からその同意を得なければ

ならない。

(注) 個人情報保護法とは、個人情報の保護に関する法律をいう。
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【問題 44】

次の①〜④の記述のうち、消費者契約法上、その内容が適切なものを�つだけ選び、解

答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。この事業者には、

法人その他の団体は含まれるが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場

合であっても個人は含まれない。

② 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又

は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定され

た解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴

い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものを定めて消費者契約が締結さ

れた場合、当該消費者契約は、無効となる。

③ 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から

消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結し

た場合、消費者契約法第�条（定義）第�項に規定する適格消費者団体には、当該消

費者契約についての取消権が認められている。

④ 事業者の債務不履行（当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大

な過失によるものに限る。）により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除

する消費者契約の条項は、無効となる。
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【問題 45】

誇大広告の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目

的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又

は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。こ

れに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象

となる。

② 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等

の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわ

たることがないようにしなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行

政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

③ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者

の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはなら

ない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事

罰の対象となる。

④ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率

その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示もしくは説明をし、又は

実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示もしくは説明をして

はならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、

刑事罰の対象となる。
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【問題 46】

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のう

ち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金

業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当

事者が和解をすることができないものをいう。

② 苦情処理手続において、申立人に代理人によることが必要と認められる事情がある

場合、その法定代理人又は弁護士に限り、代理人となることができる。

③ 貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続開始の申立てが受理されてから�

か月以内に紛争解決手続を完了するよう努めなければならない。

④ 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し

提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を

受諾したときは、裁判所に届け出ることにより、当該和解案の内容で和解が成立した

ものとされる。
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【問題 47】

次の①〜④の記述のうち、景品表示法(注)上、その内容が適切でないものを�つだけ選

び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役

務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表

示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

② 景品表示法第�条（定義）第�項に規定する事業者団体は、内閣府令で定めるとこ

ろにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣に届け出ることによ

って、不当な顧客の誘引を防止するための協定又は規約を締結し、事業者団体として、

違反事業者に課徴金を課すことができる。

③ 内閣総理大臣は、景品表示法第�条（措置命令）第�項の規定による命令に関し、

事業者がした表示が同法第�条（不当な表示の禁止）第�号に該当するか否かを判断

するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、

当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この

場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用につい

ては、当該表示は同号に該当する表示とみなされる。

④ 内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて景品表示法第 26条（事業者が講ず

べき景品類の提供及び表示の管理上の措置）第�項の規定に基づき事業者が講ずべき

措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管

理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。内閣総理大臣は、当該勧告

を行った場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表するこ

とができる。

(注) 景品表示法とは、不当景品類及び不当表示防止法をいう。
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財務及び会計に関すること

【問題 48】

企業会計原則（大蔵省企業会計審議会発表）の一般原則に関する次の①〜④の記述のう

ち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 企業会計は、企業の財務状態に影響を及ぼす多額の取引については、その取引の内

容をできる限り詳細かつ堅実に注記しなければならない。これを一般に堅実性の原則

という。

② 自己資本と他人資本とを明確に区分し、純資産と負債とを混同してはならない。こ

れを一般に総資本区分の原則という。

③ 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異な

る形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼し得る会計記録

に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめ

てはならない。これを一般に単一性の原則という。

④ 企業会計は、正規の簿記の規則に従って、明確に表示する会計帳簿を作成しなけれ

ばならない。これを一般に明確性の原則という。
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【問題 49】

会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容

が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分

しなければならない。

② 前受金（受注工事、受注品等に対する前受金をいう。）は、流動資産に属するもの

とされている。

③ 前払費用であって、�年内に費用となるべきものは、流動負債に属するものとされ

ている。

④ 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、自己株式及び社債に区分

しなければならない。

(注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
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【問題 50】

会社計算規則に規定する損益計算書等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容

が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 売上高から売上原価を減じて得た額（以下、本問において「売上総損益金額」とい

う。）は、売上総利益金額として表示しなければならない。ただし、売上総損益金額

が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額と

して表示しなければならない。

② 売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額（以下、本問に

おいて「営業損益金額」という。）は、営業利益金額として表示しなければならない。

ただし、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額

を営業損失金額として表示しなければならない。

③ 営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額（以下、

本問において「経常損益金額」という。）は、経常利益金額として表示しなければな

らない。ただし、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じ

て得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

④ 経常損益金額に貸倒引当金を加えて得た額から減価償却費を減じて得た額（以下、

本問において「当期純損益金額」という。）は、当期純利益金額として表示しなけれ

ばならない。ただし、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金

額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。

(注) 損益計算書等とは、損益計算書及び連結損益計算書をいう。
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